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第２節 開発事業の基準等 

 

（開発事業の基準） 

第３０条 事業者及び工事施行者は、良好な開発事業を実施するため、次に掲げる事項に

ついて規則で定める基準（以下「開発事業の基準」という。）に従い、開発事業を行わな

ければならない。             

（１） １区画の面積に関する事項 

（２） 駐車場等の設置に関する事項 

（３） 地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置に関する事項 

（４） 既存樹木の保全等に関する事項 

（５） 緑地の確保に関する事項 

（６） 植樹の促進に関する事項 

２ 前項各号に掲げる事項について、地区計画等、建築協定、推進地区基本計画又は地域

まちづくり協定により、開発事業の基準と異なる基準が定められている区域においては、

その異なる基準を開発事業の基準とみなす。 

３ 事業者及び工事施行者は、用途地域等の地域地区及び都市施設に関する都市計画が定

められているときは、当該都市計画に従い、開発事業を行わなければならない。 

 

【趣旨】 

本条例は、これまでの開発事業等指導要綱を条例化したものでもあり、本条文は都市計画

法に基づく開発許可制度から漏れた開発事業を含め、条例第１６条に規定する事前協議の対

象となる開発事業について、開発事業区域の規模及び土地利用の目的に応じた駐車場並びに

緑地の確保等のまちづくりに関する事項を定めた。また、一区画の宅地面積及びがけ面に設

置する擁壁の構造基準等宅地その他の土地利用の目的に応じ、当該開発事業区域単体として、

一定の確保すべき水準に関する事項を技術的基準等として定めたものである。 

なお、地区計画等、建築協定、推進地区基本計画又は地域まちづくり協定により別の基準

を事業者及び地域住民と市とが協働で定めた場合には、その基準を地域のローカルルールと

して使用することを規定している。 

 

【解釈及び運用】 

◎ 開発事業の基準 

 

○ 事業者は、開発事業の実施におけるこれらの技術基準等を遵守しなければならない。 

基本的には義務規定であるが、中高層マンションと個人住宅とでは同一の基準が適

用されるものではない。例えば、緑地の確保について、一定規模以上のマンション建

設計画であれば、公園の設置を指導するが、同様の基準で個人住宅を指導することは

できないので、公園の代わりに生け垣を指導するといったように、まちづくりにおけ

る役割分担を開発事業の規模に応じて、使い分けを行う。 

 

○ 開発事業の基準は、まちづくりを進めていくうえでの最低基準であり、地域まちづ

くり協定が締結されている地域で、開発事業をしようとする場合は、この最低基準に

協定で定める事項を上乗せする形で、市は事業者を指導することとしている。これに

よって、まちづくりに一定の決意を示す地域については、積極的に市として支援して

いくこととする。 

 

◎ 建築物の適正な敷地面積の確保 

よりよい居住環境を形成していくうえでは、ある程度の区画面積の確保が必要である。

この条例の基本理念や目的である本市の地域性を活かし、本市の都市像である みんな
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がつくる「住みよさと活気あふれるまち」 の実現をするためには、現在の市域の住宅

地における平均的な区画面積が最低限必要で、その時々の経済状態に任せていたのでは、

良好な居住環境は確保できないことから、開発許可の規準に合致するよう定めた。 

 

◎ 駐車場等の設置に関する事項 

駐車場及び駐輪場の設置基準については、開発事業の位置、予定建築物等の用途、規

模等から必要な駐車場を算定することとした。 

なお、共同住宅等については、戸数以上の駐車場の設置を規定した。 

◎ 条例規則への委任 

開発事業の実施における技術基準等は、施行規則で定める。 

また、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置に関する基準は、法第３３条第１

項第７号に基づく規定及び別に定める「甲賀市都市計画法に基づく開発行為に関する技

術基準」（平成２０年制定。以下「技術基準」という。）による。 

 
【規則】 

 

（開発事業の基準） 

第２７条 条例第３０条第１項１号に規定する開発行為のうち、建築物に係る１区画当たりの敷地面積に

関する基準は、別表第５のとおりとする。 

 

別表第５（第２７条関係） 

敷地面積基準 

都市計画区域 区域区分 1区画当たりの面積 

 

都市計画区域内 

市街化区域 １５０㎡以上 

市街化調整区域 ２００㎡以上 

区域区分が定められていない区域 ２００㎡以上 

都市計画区域外  ２００㎡以上 

備考 

１ 道路の交差部または曲がり角に位置し、敷地の隅角部が適当な長さで切り取られる区画等においては、

表中の１区画当たりの面積の１割を減じた面積以上とすることができる。 

 

 

２ 条例第３０条第１項第２号に規定する駐車場等の設置に関する基準は、次に定めるところによる。 

（１） 事業者は、開発区域内において予定建築物に係る利用率を想定した駐車場を設置するものとす

る。ただし、予定建築物が条例第１６条第１項第３号イに該当する場合は、計画戸数以上の駐車場を

設置するものとする。 

（２） 事業者は、建築行為を実施するに当たっては、当該建築物に係る利用率を想定した駐輪場を設

置するものとする。 

３ 条例第３０条第１項第３号に規定する地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置に関する基準は、

法第３３条第１項第７号に基づく規定及び別に定める「甲賀市都市計画法に基づく開発行為に関する技

術基準」（平成２０年制定。以下「技術基準」という。）による。ただし、採石法（昭和２５年法律第２

９１号）等法令の許可による開発事業に係る擁壁の設置等安全上必要な措置については、その法令の定

めるところによる。 

４～６ （省略） 
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（公共公益施設の整備） 

第３１条 事業者は、次に掲げる事項について規則で定めるところにより、開発事業の実

施に関連して必要となる公共公益施設を自らの負担と責任において整備するとともに、

当該開発事業に関連して市が行う公共公益施設の整備に協力しなければならない。ただ

し、公共公益施設の管理者が別にあるときは、その者と協議するものとする。 

（１） 道路に関する事項 

（２） 交通安全施設に関する事項 

（３） 公園、緑地又は広場に関する事項 

（４） 排水施設等に関する事項 

（５） 消防施設等に関する事項 

（６） 教育施設等に関する事項 

（７） ごみ集積所に関する事項 

（８） 集会所に関する事項 

（９） 前各号に掲げるもののほか、公共公益施設に関する事項 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

 

【趣旨】 

本条例は、これまでの開発事業等指導要綱を条例化したものでもあり、本条文は都市計画

法に基づく開発許可制度から漏れた開発事業を含め、条例第１６条に規定する事前協議の対

象となる開発事業について、開発事業区域の規模及び土地利用の目的に応じた公共公益施設

の整備等のまちづくりに関する事項で、一定の確保すべき水準を技術的基準等として定めた

ものである。 

なお、地区計画等、建築協定、推進地区基本計画又は地域まちづくり協定により別の基準

を事業者及び地域住民と市とが協働で定めた場合には、その基準を地域のローカルルールと

して使用することを規定している。 

 

【解釈及び運用】 

◎ 開発事業の基準 

 

○ 事業者は、開発事業の実施におけるこれらの技術基準等を遵守しなければならない。 

本条は、まちづくりにおける役割分担としての公共公益施設の整備に関し、開発事

業区域の規模及び土地利用の目的に応じて、必要最低限な水準の基準を定めたもので

あり、基本的には義務規定であり、事業者は自らの負担と責任により、施行規則で定

めた基準に従い、公共公益施設を整備しなければならない。 

 

○ 事業者は、開発事業に関連して市が行う公共公益施設の整備事業に協力しなければ

ならない。 

 

○ 「公共公益施設の管理者が別にあるとき」とは、例えば県が管理する道路、河川、

公園等である。 

 

○ 開発事業の基準は、まちづくりを進めていくうえでの最低基準であり、地域まちづ

くり協定が締結されている地域で、開発事業をしようとする場合は、この最低基準に

協定で定める事項を上乗せする形で、市は事業者を指導することとしている。これに

よって、まちづくりに一定の決意を示す地域については、積極的に市として支援して

いくこととする。 
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◎ 条例規則への委任 

開発事業の実施における技術基準等は、施行規則で定める。 

 
【規則】 

 

（公共公益施設の整備） 

第２８条 条例第３１条第１項第１号の規定による道路の整備に関する基準は、次に定めるところによる。 

（１） 事業者は、開発事業の区域内に都市計画として定められた道路があるときは、その計画に適合

するように実施するとともに、開発事業の区域外であっても市長が必要があると認めるときは、既存

道路に接続する道路を設置しなければならない。 

（２） 開発事業の区域内の道路の幅員は、別表第６のとおりとする。 

 

別表第６（第２８条関係） 

道路の幅員 

開発事業の規模 道路構成幅員 歩道幅員 

1.0ha未満 6.0(4.0)ｍ 協議の上定める。 

1.0ha以上 5.0ha未満 6.0～9.0ｍ 協議の上定める。 

5.0ha以上 20.0ha未満 9.0～12.0ｍ 各 1.5ｍ以上 

20.0ha以上のもの 12.0ｍ以上 各 1.5ｍ以上 

備考 

１ 幹線以外の道路構成幅員は、開発事業区域内の区画の規模、交通状況等を勘案して定める。 

２ 市長がやむを得ないと認めた場合は、( )内を道路構成幅員とすることができる。 

３ 都市計画法に規定する開発行為については、都市計画法第３３条第１項第２号に基づく規定及び別に

定める「甲賀市都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準」（平成２０年制定）に基づき、計画する。 

 

 

（３） 事業者は、生活環境の保全及び交通の安全を図るため、開発事業の区域内に緑道及び歩行者専

用道路を設置するよう努めなければならない。 

（４） 開発事業により設置する道路の構造は、道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）及び社団法

人日本道路協会が定めたアスファルト及びセメントコンクリート舗装要綱に準拠するとともに、市長

が別に定める基準によらなければならない。 

（５） 事業者は、道路の占用物件の取扱いについては、市長の指示に従うものとし、市が管理するこ

ととなる道路の占用については、甲賀市道路占用規則（平成１６年甲賀市規則第１２４号）によらな

ければならない。 

２ 条例第３１条第１項第２号の規定による交通安全施設の整備に関する基準は、事業者において、開発

事業の区域内の道路に係る関係機関と協議の上、交通の安全を図るための交通安全施設を設置するもの

とする。 

３ 条例第３１条第１項第３号の規定による公園、緑地又は広場の整備に関する基準は、次に定めるとこ

ろによる。 

（１） 開発事業が開発行為を伴う場合 

ア 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあっては、面積が１箇所３００平方メートル以

上であり、かつ、当該開発区域の面積の３％以上の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のもので

ある場合は、公園、緑地又は広場（以下「公園等」という。））を設置するものとする。 

イ 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール未満の開発行為にあっては、面積が１箇所

１５０平方メートル以上であり、かつ、当該開発区域の面積の３％以上の公園等を設置するものと

する。 

ウ 開発区域の面積が０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満の開発行為にあっては、当該開発

区域の面積の３％以上の公園等を設置するものとする。 

（２） 開発事業が開発行為を伴わない場合 

建築物の敷地面積が０．１ヘクタール以上の建築行為にあっては、建築物の敷地面積の３％以上の

公園等を設置するとともに、建築物の敷地面積の７％以上の緑被を行うものとする。 

（３） 事業者は、公園等を設置するときは、災害時の避難活動等にも配慮し、その利用目的が確保さ

れるようにしなければならない。 

４ 条例第３１条第１項第４号の規定による排水施設等の整備に関する基準は、次に定めるところによる。 

（１） 事業者は、市の公共下水道計画及び河川計画に定める基準に従い、開発事業の区域に係る下水
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の排水施設を設置しなければならない。 

（２） 下水を排除する方式は、分流式とする。 

（３） 事業者は、汚水の排水施設を公共下水道に接続するときは、別途市長と協議しなければならな

い。 

（４） 公共下水道への放流水の水質基準は、関係法令の基準に適合するものでなければならない。 

（５） 事業者は、雨水の排水施設を設置するときは、開発事業の区域内のみでなく、当該開発事業の

区域に係る集水地域の流出量との関連を十分に考慮した規模のものとし、これによりがたいときは、

一時雨水を貯留する遊水池等の設置について、市長と別途協議しなければならない。 

（６） 降雨強度、集水地域の流出量の算定等は、都市計画法第３３条第１項第３号に基づく規定及び

別に定める技術基準による。ただし、採石法等法令の許可による開発事業に係る降雨強度、集水地域

の流出量の算定等は、その法令の定めるところによる。 

５ 条例第３１条第１項第５号の規定による消防施設等の整備に関する基準は、次に定めるところによる。 

（１） 事業者は、市長と協議の上、開発事業の区域内に消防法（昭和２３年法律１８６号）第２０条

に基づく消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）等に適合するよう消防施設等を設置しなけ

ればならない。 

（２） 事業者は、中高層建築物等の予定建築物がある場合は、あらかじめ、はしご車等の進入路及び

消防活動用空地に関する必要な事項について、消防長と協議しなければならない。 

（３） 事業者は、開発事業区域内及び開発事業区域外で市長が必要があると認める箇所に防犯灯又は

街路灯を設置し、その維持管理等については、市と協議する。 

６ 条例第３１条第１項第６号の規定による教育施設等の整備に関する基準は、計画戸数が１，０００戸

以上の場合において、事業者は、教育施設の整備充実に協力するため、次の事項について市長と協議す

るものとする。 

（１） 開発事業の区域内に小学校１校分に相当する用地の確保に関すること。 

（２） 前号のほか、市長が特に必要があると認めたときは、開発事業の区域内に次の用地の確保に関

すること。 

ア 中学校１校分に相当する用地 

イ 保育所又は幼稚園を設置するための用地 

７ 条例第３１条第１項第７号の規定によるごみ集積所の整備に関する基準は、事業者は、開発事業の区

域内に開発行為の区画数の概ね１０区画当たり又は計画戸数若しくは換算計画戸数の概ね１０戸当たり

面積３平方メートルの割合で、ごみ収集作業に適した箇所にごみ集積所を設置するものとする。 

８ 条例第３１条第１項第８号の規定による集会所の整備に関する基準は、次に定めるところによる。 

（１）事業者は、開発事業の区域内の計画戸数が５０戸以上のときは、集会所用地の確保について本市

と協議しなければならない。 

（２）集会所用地は、別表第７に定める設置基準により設置するものとする。ただし、主たる予定建築

物が共同住宅等又は併用住宅であり、かつ、計画戸数が２００戸以下であって、市長がその開発事業

の規模等によりやむを得ないと判断した場合は、同表（２）に定める計画戸数の区分に従い、それぞ

れ定められた床面積のある集会室を当該共同住宅等又は併用住宅の内に設置することをもって、これ

に代えることができる。 

 

別表第７（第２７条関係） 

集会所用地面積基準 

計画戸数 施設整備基準 確保面積(㎡) 

50戸以上 100戸未満 開発事業区域面積 1ha又は計

画戸数 50戸に 1箇所とし、

設置箇所数については、別に

協議 

150＋(計画戸数－50)×3.0以上 

100戸以上 300戸未満 300＋(計画戸数－100)×1.0以上 

300戸以上 500戸未満 500＋(計画戸数－300)×1.0以上 

500戸以上 700＋(計画戸数－500)×0.8以上 

同表（２） 

計画戸数 整備基準（集会室の面積） 

50戸以上 100戸以下 70㎡程度 

101戸以上 200戸以下 100㎡程度 

備考 共同住宅等又は併用住宅を目的とする場合 

 

 

９ 条例第３１条第１項第９号の規定によるその他の公共公益施設に関する基準は、事業者において、施

設の種類別に別表第８に定める基準により、用地を確保するものとする。 

http://www.city.zushi.kanagawa.jp/second/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g2100666001.html#b8#b8
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別表第８（第２８条関係） 

その他の公共公益施設用地面積基準 

施設の内容 施設整備基準 用地面積(㎡) 

公民館 開発事業区域面積 30ha又は計画戸数

1,500戸に 1箇所とし、設置場所につ

いては、別に協議 

1,500＋(計画戸数－1,500)×0.75 

以上 

保育所 開発事業区域面積 30ha又は計画戸数

1,500戸に 1箇所とし、設置場所につ

いては、別に協議 

2,500＋(計画戸数－1,500)×1.25 

以上 

警察官派出所 開発事業区域面積 30ha又は計画戸数

1,500戸に 1箇所とし、設置場所につ

いては、別に協議 

300＋(計画戸数－1,500)×0.15 

以上 

 

 

 

※ 本施行規則において、特に留意すべき点は、次のとおりである。（以下の条項の表示

は、この条例規則の条項番号である。） 

 

◎ 道路の整備（第２８条第１項） 

 

○ 事業者は、当該開発事業に伴い周辺の交通に支障がないよう、市長が必要がある

と認める範囲において、相当規模の既存道路まで道路を設置又は拡幅しなければな

らない。 

また、開発許可を必要としない開発事業において、市長がやむを得ないと認める

場合においても、最低限幅員４ｍの道路を整備することが必要である。 

 

○ 都市計画法に規定する開発行為については、都市計画法第３３条第１項第２号

に基づく規定及び別に定める「甲賀市都市計画法に基づく開発行為に関する技術

基準」（平成２０年制定）に基づき、計画する。 

  

◎ 公園、緑地又は広場の整備（第２８条第３項） 

   開発事業が開発行為を伴わない場合においても、建築物の敷地面積が０．１ヘクタ

ール以上の建築行為にあっては、建築物の敷地面積の３％以上の公園等を設置すると

ともに、建築物の敷地面積の７％以上の緑被を行うものとする。 

  

◎ 排水施設等の整備（第２８条第４項）  

   降雨強度、集水地域の流出量の算定等は、都市計画法第３３条第１項第３号に基づ

く規定及び別に定める技術基準による。ただし、採石法等法令の許可による開発事業

に係る降雨強度、集水地域の流出量の算定等は、その法令の定めるところによる。 

 

 ◎ 消防施設等の整備（第２８条第５項） 

   消防水利、中高層建築物等のはしご車等の進入路及び消防活動用空地並びに防犯灯

又は街路灯を関係機関と協議をして設置する必要がある。 

 

 ◎ 教育施設等の整備（第２８条第６項）、ごみ集積所の整備（第２８条第７項）、集

会所の整備（第２８条第８項）、その他の公共公益施設（第２８条第９項及び別表第

８） 

    それぞれの公共公益施設について、施行規則に規定した基準に基づき、関係機関と

協議をして設置する必要がある。 
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（環境の保全及び景観まちづくり） 

第３２条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域周

辺の自然環境及び生活環境の保全に留意し、可能な限り自然地形を利用した開発事業の手

法を採用し、大量の土砂の移動を生じないよう配慮するとともに、可能な限り残土を搬出

することのないよう努めなければならない。 

２ 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、甲賀市景観計画に留意し、

景観まちづくりに寄与するように努めなければならない。 

 

【趣旨】 

開発事業を行うことにより最も懸念されることが、開発事業区域周辺の自然環境及び生活

環境への影響である。開発事業の実施に当たり、これらの環境の保全について配慮を求める

ものである。 

また、本市は平成２４年４月に景観行政団体へ移行していることから、良好な景観作りに

向けての景観行政を推進するために、開発事業にも景観まちづくりへの寄与を求めるもので

ある。 

 

【解釈及び運用】 

 ◎ 環境の保全 

 本条例では、事業者等の責務（条例第６条）において、「事業者及び工事施行者は、

開発事業が周辺環境に及ぼす影響に配慮し、････」と規定しているが、本条は、開発事

業が実施される際の周辺環境に及ぼす影響に対する具体的な配慮事項を規定したもの

である。 

◎ 景観まちづくり 

  また、同条において、「市が行うまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければ

ならない」とも規定している。 

景観行政団体として、良好な景観の形成に関する方針や行為の制限、景観形成の基準

を定めた市独自の景観計画に基づいて景観行政を推進していくことから、開発事業につ

いても景観計画に留意し、景観まちづくりに寄与するように、事業者及び工事施行者に

対しての努力を求めるものである。 
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（施設等のバリアフリー対策） 

第３３条 事業者は、開発区域内に整備する公共公益施設及び建築物等について、高齢者、

障害者等へのバリアフリー対策はもとより、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり

条例（平成６年滋賀県条例第４２号）に定めるユニバーサルデザインを考慮して、当該施

設等の整備に努めなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、開発区域内に整備する公共公益施設及び建築物等について、高齢者、障害者等へ

のバリアフリー対策について配慮を求めるものである。 

 

【解釈及び運用】 

 本条は、開発事業による公共公益施設及び建築物等の整備について、高齢者、障害者等へ

のバリアフリー対策について、具体的な配慮事項を規定したものである。 
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（文化財の保護） 

第３４条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、あらかじめ埋蔵文

化財及び指定文化財の有無について甲賀市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の

指導を受けるとともに、埋蔵文化財が存在する場合又は開発事業の着手後に発見された場

合は、教育委員会の指示に従い、埋蔵文化財を保護（調査を含む。）するための必要な措

置を講じなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、文化財の保護について必要な事項を定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

開発事業を実施するに当たって、あらかじめ埋蔵文化財及び指定文化財の有無について教

育委員会の指導を受けるとともに、埋蔵文化財が存在する場合又は開発事業の着手後に発見

された場合は、教育委員会の指示に従い、埋蔵文化財を保護（調査を含む。）するための必

要な措置を講じるよう事業者及び工事施行者に義務付けるものである。 
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（災害の防止） 

第３５条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域及

びその周辺地域における地形、地質、過去の災害の状況等に対する事前の調査を行うとと

もに、がけ崩れ、土砂の流出、出水、浸水、地盤の沈下その他開発事業に起因する災害を

防止するための必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者及び工事施行者は、開発事業に起因して災害が発生し、又はまさに発生しようと

しているときは、これを防御し、又は拡大することのないように適切な措置を速やかに講

じなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、開発事業の実施に当たり、災害の防止のために必要な事項を定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

 第６条第１項では、「事業者及び工事施行者は、開発事業が周辺環境に及ぼす影響に配慮

し、自らの責任において、その環境への負荷の軽減等必要な措置を行う」ことを規定してい

る。 

 本条では、開発事業を実施するに当たり、開発事業の区域及びその周辺地域における地形、

地質、過去の災害の状況等に対する事前の調査を行うこととし、がけ崩れ、土砂の流出、出

水、浸水、地盤の沈下その他開発事業に起因する災害を防止するための必要な措置を講じる

こととした。 

 
【規則】 

 

（工事施工時の安全確保） 

第２９条 事業者は、開発事業に着手したときは、開発事業の区域周辺の住民に危害又は現に存する公共

公益施設に損害が生じないよう必要な措置を講じるとともに、これらの被害が発生したときは、緊急か

つ適切な措置を講じなければならない。 
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（公害の防止） 

第３６条 事業者及び工事施行者は、開発事業を実施するに当たっては、あらかじめ当該開

発事業に伴って生じる相当範囲にわたる騒音、振動、大気の汚染等公害を防止するための

必要な措置を講じるとともに、公害が発生したときは、健康又は生活環境に係る被害が拡

大することのないよう適切な措置を速やかに講じなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、開発事業の実施に当たり、公害の防止のために必要な事項を定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

騒音、振動、大気の汚染等の公害は、未然に防ぐことが肝要であり、当然のことながら、

法令の基準内での施工対応を求めるとともに、公害発生後の措置に加え、未然防止措置につ

いても、事業者に対して義務付けたものである。 
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（建築行為における履行事項） 

第３７条 事業者及び工事施行者は、建築行為を行うに当たっては、次に掲げる事項を履

行しなければならない。 

（１） テレビジョン放送の電波等の受信障害（以下「電波障害」という。）を排除する

ために必要な施設を設置するとともに、その維持管理のための必要な措置を講じるこ

と。 

（２） 窓等には、近隣住民のプライバシーを侵さないための必要な措置を講じること。 

 

【趣旨】 

本条は、建築行為における履行事項を定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

中高層建築物の建築行為においては、テレビ電波等の障害が考えられ、事業者及び工事施

行者は、このような障害について事前に十分調査を行うとともに、障害が生じるときは、こ

れを排除するために共同アンテナ等の必要な施設を設置し、その維持管理のための必要な措

置を講じることとした。 

また、良好な近隣関係を形成することは、事業者及び工事施行者の責務（条例第６条）で

あり、事業者及び工事施行者は、窓ガラス、ベランダの構造、植栽などにおいて近隣住民 

のプライバシーを侵さないための措置を講じることとした。 
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（関係機関との協議） 

第３８条 事業者は、開発事業の区域内に電気工作物、ガス工作物、水道、電気通信設備

等を設置するときは、関係機関と十分協議の上、設置しなければならない。 

２ 事業者は、開発事業の区域内に交番、駐在所等を設置する必要があると関係機関が認

めるときは、当該関係機関と協議しなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、関係機関との協議について定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

◎ 公共公益施設管理者との協議 

事業者は、開発事業の区域内に電気工作物、ガス工作物、水道、電気通信設備等を設

置するときは、各関係機関と十分協議を行うこととした。 

 

 ◎ 交番、駐在所等の設置協議 

開発事業の区域内に交番、駐在所等を設置する必要があると関係機関が認めるときは、

事業者はその設置について当該関係機関と協議することとした。 
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（公共公益施設の帰属の時期等） 

第３９条 第３１条に規定する公共公益施設は、法第３６条第３項の規定による公告の日

の翌日において市に帰属するものとする。ただし、法令に定めのあるもの及び第１９条

に規定する協定において別段の定めのあるものについては、この限りでない。 

２ 第１９条に規定する協定の定めにより、開発事業に係る工事の完了後、公共公益施設

の所有権又は管理権（以下「所有権等」という。）を市に移管する場合、事業者は、あら

かじめ公共公益施設の引継書及び所有権等の移管手続のため、規則で定める書類を第２

５条第３項に規定する検査済証の交付までに市長に提出し、移管のための検査を受けな

ければならない。 

３ 前項の移管の手続が完了するまでは、事業者が管理責任を負うものとする。 

４ 事業者は、前２項の規定により公共公益施設を移管した日から、原則として５年以内

に事業者の責めに起因する事由により公共公益施設に破損があった場合は、事業者の負

担においてこれを改修、改良又は整備しなければならない。 

５ 事業者は、公共公益施設で市以外の行政機関又は団体等に移管する場合は、移管の証

となる書類を市長に提出するものとする。 

６ 事業者は、市に所有権等を移管する用地については、その境界を明示するため、市規

格の境界標を設置するものとする。 

７ 市長は、前各項の規定により市に帰属した公共公益施設であっても特に必要があると

認めるときは、事業者と協議の上、期間を定めてその維持管理を行わせることができる。 
 

 

【趣旨】 

本条は、公共公益施設の帰属の時期等について定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

◎ 公共公益施設の帰属時期 

第３１条に規定する公共公益施設は、都市計画法第２９条に規定する開発行為の許可

を要する開発事業である場合は、原則として都市計画法第３６条第３項の規定により、

開発行為の工事完了検査後、「工事完了の公告」の日の翌日において帰属することとし 

た。ただし、法令に定めがある場合は、その定めによるものとする。 

また、第１９条の協定の中で帰属を規定するものは、主に開発事業が都市計画法第２

９条に規定する開発行為の許可を要しない場合を想定している。 

 
【規則】 

 
（公共公益施設の帰属に係る措置等） 

第３０条 事業者は、条例第３９条第１項及び第２項の規定により市に帰属する公共公益施設については、

あらかじめ当該用地の確定測量を行い、市長の指示に従い境界石等を埋設しなければならない。 

２ 事業者は、市長が別に定める基準に基づき、条例第３９条第１項及び第２項の規定による帰属に必要

な図面等を市長に提出しなければならない。 

 
（関係法令抜粋） 

 
都市計画法 

(工事完了の検査) 

第３６条 

１～２ 省略 

３ 都道府県知事は、前項の規定により検査済み証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定める

ところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 
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（開発行為等により設置された公共施設の管理）  

第３９条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、そ

の公共施設は、第３６条第３項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属す

るものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第３２条第２項の協議により管

理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。  

（公共施設の用に供する土地の帰属）  

第４０条  開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな

公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方

公共団体が所有するものは、第３６条第３項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属

するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日におい

てそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。  

２ 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地

は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除き、第３６条第３項の公告の

日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理すべき者（その者が地方自治法第２条第９項

第１号に規定する第１号法定受託事務（以下単に「第１号法定受託事務」という。）として当該公共施

設を管理する地方公共団体であるときは、国）に帰属するものとする。  
３ 省略 
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（地区計画等の活用等） 

第４０条 事業者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域の良好な居住環

境を確保するため、地区計画等の活用及び建築協定の締結に努めるものとする。 

２ 事業者は、開発事業を実施するに当たっては、開発事業の区域内に緑地を適正に確保

するための必要な措置を講じるものとする。 

 

【趣旨】 

本条は、適正かつ良好に行われた開発事業を将来的に保全するため、地区計画等の活用や

建築協定の締結などについて定めたものである。 

 

【解釈及び運用】 

◎ 地区計画等の活用 

事業者は、開発時の良好な環境を将来的に保全するため、地区計画等や建築協定など

の制度を積極的に活用するよう努めなければならない。 

 

◎ 開発事業の区域内に緑地を適正に確保するための必要な措置 

具体的には、次の措置を講じる必要がある。 

○ 開発事業の計画において緑地部分を明確に表示する。 

 

○ 開発事業の実施にあたり、緑地部分を縁石等で区画し、周辺地盤よりマウンドアッ

プして設置する。 

 

○ 建築物の増築時には、緑地の改廃が無いよう留意する。 

 

なお、開発許可を要しない住宅団地等の開発事業では、条例に基づき開発事業計画上

緑地として位置付けられた土地の将来的な担保措置として、例えば市への帰属などが考

えられる。 

 


